
                     横 浜 市 報  定期第1059号 平成30年６月５日 

1 

第1 0 5 9号（ 平 成 3 0年 ６ 月 ５ 日 発 行 ） 発 行 日  ５ 日 、 1 5日 、 2 5日  

横 浜 市 報 
発 行 所  

横 浜 市 役 所  

横 浜 市 中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地  

目       次 

 頁 

［規則］ 

△ 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則【市民局スポーツ振興課】 ３ 

△ 横浜市民生委員の定数に関する条例施行規則の一部を改正する規則【健康福祉局地域支援課

】 

４ 

［告示］ 

△ 「障害福祉のあんない」売払代金収納事務の委託【健康福祉局障害企画課】 ５ 

△ 埋火葬に関する証明書等手数料の収納事務の委託（日野こもれび納骨堂）【健康福祉局環境

施設課】 

６ 

△ 地籍調査の実施【環境創造局地籍調査課】 ７ 

△ 横浜市港湾施設使用条例施行規則第８条の３第１項第３号及び横浜市入港料条例施行規則第

６条第１項第３号の規定に基づく使用料等の減免事由及び減免額の告示の一部改正【港湾局

管財第一課】 

８ 

△ 「横浜市開港記念会館 100 周年記念誌「ジャックの塔 100 年物語」」売払代金収納事務の委

託【中区地域振興課】 

10 

［公告］ 

△ 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証の申請【市民局市民活動支

援課】 

11 

△ 大規模小売店舗の変更の届出【経済局商業振興課】 12 

△  同           【経済局商業振興課】 13 

△  同           【経済局商業振興課】 14 

△  同           【経済局商業振興課】 15 

△ 土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定【環境創造局水・土壌環境課】 17 

△ 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく条例形質変更時要届出区域の指定【環境創造

局水・土壌環境課】 

18 

△ 横浜農業振興地域整備計画の変更【環境創造局農政推進課】 19 

△ 排水設備指定工事店の指定【環境創造局管路保全課】 20 

△ 開発行為に関する工事の完了【建築局調整区域課】 21 

△  同           【建築局調整区域課】 22 

△  同           【建築局調整区域課】 23 

△ 建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局市街地建築課】 24 

△ 建築基準法に基づく道路の一部廃止【建築局建築指導課】 25 

［区告示］ 

△ 認可地縁団体の告示事項の変更【泉区地域振興課】 26 

△  同            【中区地域振興課】 27 

△  同            【戸塚区地域振興課】 28 

△  同            【戸塚区地域振興課】 29 

△  同            【鶴見区地域振興課】 30 

△  同            【金沢区地域振興課】 31 

△  同            【西区地域振興課】 32 



                     横 浜 市 報  定期第1059号 平成30年６月５日 

2 

［消防局］ 

△ 職員の懲戒処分【人事課】 33 

［水道局］ 

△ 指定給水装置工事事業者の指定【給水維持課】 34 

［職員共済組合］ 

△ 横浜市職員共済組合組合会互選議員の補欠選挙の期日等【職員共済課】 35 

△ 横浜市職員共済組合組合会互選議員の補欠選挙における選挙長の委嘱【職員共済課】 36 

△ 横浜市職員共済組合組合会互選議員補欠選挙立候補者の届出【職員共済課】 37 

△ 横浜市職員共済組合組合会互選議員補欠選挙において当選人と決定した者の氏名等【職員共

済課】 

38 

 



                     横 浜 市 報  定期第1059号 平成30年６月５日 

3 

 

規 則  

 

 横 浜 市 ス ポ ー ツ 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 50 号  

   横 浜 市 ス ポ ー ツ 施 設 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 ス ポ ー ツ 施 設 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 20 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 35

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 11 条 第 ２ 号 中 「 者 が 」 の 次 に 「 横 浜 国 際 プ ー ル 又 は ス ポ ー ツ セ

ン タ ー を 」 を 加 え 、 同 条 第 ３ 号 中 「 介 護 者 が 」 の 次 に 「 ス ポ ー ツ 施

設 を 」 を 加 え 、 「 横 浜 文 化 体 育 館 及 び ス ポ ー ツ セ ン タ ー 」 を 「 ス ポ

ー ツ 施 設 」 に 改 め る 。  

 第 12 条 第 ２ 号 中 「 又 は ス ポ ー ツ セ ン タ ー 」 を 「 、 ス ポ ー ツ セ ン タ

ー 、 横 浜 市 港 南 プ ー ル 、 横 浜 市 保 土 ケ 谷 プ ー ル 、 横 浜 市 旭 プ ー ル 、

横 浜 市 金 沢 プ ー ル 又 は 横 浜 市 都 筑 プ ー ル 」 に 改 め る 。  

 別 表 第 １ に 次 の よ う に 加 え る 。  

横浜市港南プール、横浜市旭プ  

ール、横浜市金沢プール及び横  

浜市都筑プール        

午前９時から午後８時まで                

横浜市保土ケ谷プール     午前９時から午後５時まで                

 別 表 第 ２ 横 浜 国 際 プ ー ル 及 び 横 浜 文 化 体 育 館 の 項 中 「 及 び 横 浜 文

化 体 育 館 」 を 「 、 横 浜 文 化 体 育 館 、 横 浜 市 港 南 プ ー ル 、 横 浜 市 保 土

ケ 谷 プ ー ル 、 横 浜 市 旭 プ ー ル 、 横 浜 市 金 沢 プ ー ル 及 び 横 浜 市 都 筑 プ

ー ル 」 に 改 め る 。  

 別 表 第 ３ に 次 の よ う に 加 え る 。  

横浜市港南プール、横浜市保土  

ケ谷プール、横浜市旭プール、  

横浜市金沢プール及び横浜市都  

筑プール           

利用しようとする日の２箇月前から利用しようとする日まで  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 民 生 委 員 の 定 数 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 51 号  

   横 浜 市 民 生 委 員 の 定 数 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改  

   正 す る 規 則  

 横 浜 市 民 生 委 員 の 定 数 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 27 年 ３ 月 横 浜

市 規 則 第 18 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 本 則 中 「  4,169 人 」 を 「  4,171 人 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 30 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。   
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  385 号  

   「 障 害 福 祉 の あ ん な い 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 障 害 福 祉 の あ ん な い 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り

委 託 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

食 彩 工 房 株 式 会 社  

代 表 取 締 役   

 松  谷  英  司  

旭 区 白 根 四 丁 目 20 番

10 号  

平 成 30 年 ６ 月 １ 日

か ら 平 成 31 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  386 号  

   埋 火 葬 に 関 す る 証 明 書 等 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託 （ 日 野  

   こ も れ び 納 骨 堂 ）  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 埋 火 葬 に 関 す る 証 明 書 等 手 数 料 の 収 納 事 務 （ 日 野 こ も れ び

納 骨 堂 ） を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

清 光 社 ・ 横 浜 植 木

共 同 事 業 体  

代 表 者  

株 式 会 社 清 光 社  

代 表 取 締 役   

 鈴  木    真  

中 区 山 下 町 １ 番 地  平 成 30 年 ５ 月 １ 日  

か ら 平 成 31 年 ３ 月  

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  387 号  

   地 籍 調 査 の 実 施  

 国 土 調 査 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第  180 号 ） 第 ６ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 次 の よ う に 地 籍 調 査 を 行 う 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子   

１  事 業 計 画 が 公 示 さ れ た 年 月 日  

  平 成 30 年 ５ 月 18 日  

２  調 査 を 行 う 者 の 名 称  

  横 浜 市  

３  調 査 地 域  

  戸 塚 区 柏 尾 町 、 上 柏 尾 町 、 上 倉 田 町 、 舞 岡 町 及 び 南 舞 岡 三 丁 目

並 び に 戸 塚 区 下 倉 田 町 、 前 田 町 、 南 舞 岡 一 丁 目 、 南 舞 岡 二 丁 目 及

び 南 舞 岡 四 丁 目 の 各 一 部  

  金 沢 区 釜 利 谷 東 七 丁 目 、 釜 利 谷 南 一 丁 目 、 釜 利 谷 南 二 丁 目 及 び

釜 利 谷 南 三 丁 目 の 各 一 部  

  金 沢 区 釜 利 谷 東 四 丁 目 、 釜 利 谷 東 六 丁 目 、 釜 利 谷 東 七 丁 目 、 釜

利 谷 東 八 丁 目 、 釜 利 谷 西 一 丁 目 及 び 釜 利 谷 西 二 丁 目 の 各 一 部  

  旭 区 今 川 町 、 金 が 谷 二 丁 目 、 上 白 根 町 、 上 白 根 一 丁 目 、 上 白 根

二 丁 目 、 上 白 根 三 丁 目 、 中 沢 一 丁 目 、 中 白 根 二 丁 目 及 び 中 白 根 三

丁 目 の 各 一 部  

  旭 区 金 が 谷 、 金 が 谷 一 丁 目 、 川 井 宿 町 、 川 井 本 町 、 笹 野 台 一 丁

目 、 笹 野 台 二 丁 目 、 笹 野 台 三 丁 目 、 笹 野 台 四 丁 目 及 び 都 岡 町  

４  調 査 期 間  

  平 成 30 年 ６ 月 ５ 日 か ら 平 成 31 年 ３ 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  388 号  

   横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 施 行 規 則 第 ８ 条 の ３ 第 １ 項 第 ３  

   号 及 び 横 浜 市 入 港 料 条 例 施 行 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の  

   規 定 に 基 づ く 使 用 料 等 の 減 免 事 由 及 び 減 免 額 の 告 示 の 一  

   部 改 正  

 横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 施 行 規 則 第 ８ 条 の ３ 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 横

浜 市 入 港 料 条 例 施 行 規 則 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 の 規 定 に 基 づ く 使 用 料

等 の 減 免 事 由 及 び 減 免 額 の 告 示 （ 平 成 20 年 ３ 月 横 浜 市 告 示 第  112 号

） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 30 年 ６ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

 第 ６ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

６  環 境 に 配 慮 し た 船 舶 の 寄 港 の 促 進 を 図 る も の  

     減 免 す る 事 由  入 港 料 減 免 額  

世 界 港 湾 気 候 イ ニ シ ア テ ィ ブ （ World  

Ports Climate Initiative ） が 認 証 し た 船 舶

の ESI （ Environmental Ship Index ） 値 が 30 以

上 の 船 舶 又 は グ リ ー ン ア ウ ォ ー ド 財

団 が 認 証 し た 船 舶 が 入 港 し た と き 。  

15 ％ 相 当 額  

 ※  上 記 の 表 中 に 掲 げ る 減 免 事 由 は 、 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ５ 項  

に 掲 げ る 減 免 事 由 と 重 複 し て 適 用 す る こ と が で き る 。 重 複 し て

適 用 す る と き は 、 適 用 す る 減 免 事 由 に よ り 算 出 し た 入 港 料 減 免

額 を 合 算 す る 。 た だ し 、 合 算 し た 入 港 料 減 免 額 は 納 付 す る べ き

入 港 料 を 超 え な い 範 囲 と す る 。  

 第 ６ 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

７  完 成 自 動 車 貨 物 の 取 扱 の 促 進 を 図 る も の  

減 免 す る 事 由  減 免 額  

岸 壁 使 用 料  荷 さ ば き 地

使 用 料  

(1)  完 成 自 動 車 貨 物 の う ち 、 ト ラ ン シ

ッ プ 貨 物 を 大 黒 ふ 頭 西 緑 地 内 の Ｄ 号

荷 さ ば き 地 に 一 時 蔵 置 し た と き 。  

 50 ％ に 相 当

す る 額 （ 連

続 す る 15 日

を 上 限 と す

る 。 ）  

(2)  大 黒 ふ 頭 Ｔ ― ３ 号 か ら Ｔ ― ８ 号 岸

壁 ま で に 着 岸 し た 自 動 車 専 用 船 又 は

ロ ー ロ ー 船 が 、 月 の 最 初 の 火 曜 日 、

水 曜 日 又 は 木 曜 日 に 荷 役 を 開 始 し た

と き 。  

25 ％ に 相 当

す る 額  

 

 ※  上 記 (2) の 表 中 に 掲 げ る 減 免 事 由 は 、 第 １ 項 (5) に 掲 げ る 減 免 事  
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由 と 重 複 し て 適 用 す る こ と が で き る 。 重 複 し て 適 用 す る と き は

、 第 １ 項 (5) に 掲 げ る 減 免 事 由 を 適 用 し て 算 出 し た 岸 壁 使 用 料 に

上 記 (2) の 表 中 に 掲 げ る 減 免 事 由 を 適 用 す る 。  
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横 浜 市 告 示 第  389 号  

   「 横 浜 市 開 港 記 念 会 館  100 周 年 記 念 誌 「 ジ ャ ッ ク の 塔 10  

   0 年 物 語 」 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 開 港 記 念 会 館  100 周 年 記 念 誌 「 ジ ャ ッ ク の 塔  100 

年 物 語 」 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

東 神 産 業 株 式 会 社

代 表 取 締 役  

 岡  本    央  

神 奈 川 区 松 本 町 ４ 丁

目 34 番 地 の 14  

平 成 30 年 ６ 月 １ 日

か ら 平 成 31 年 ３ 月

31 日 ま で  

 

 



                     横 浜 市 報  定期第1059号 平成30年６月５日 

11 

 

公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  372 号  

   特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 に 基 づ く 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 設  

   立 の 認 証 の 申 請  

 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 ７ 号 ） 第 10 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 設 立 の 認 証 の 申 請 が あ

っ た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

申 請 年 月

日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 の

名 称  

代 表 者 の 氏 名  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

定 款 に 記 載 さ

れ た 目 的  

平 成 30 年

５ 月 17 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 東

中 田 小 ふ れ

あ い キ ッ ズ

ク ラ ブ  

鈴  木  正  男  泉 区 中 田 東

四 丁 目 57 番

７ 号  

こ の 法 人 は 、

地 域 の 子 ど も

た ち 及 び 保 護

者 に 対 し て 、

放 課 後 の 安 全

な 居 場 所 作 り

、 ま た 、 地 域

の 方 々 と の 温

か い ふ れ あ い

に 関 す る 事 業

を 行 い 、 子 ど

も た ち の 健 全

な 育 成 に 寄 与

す る こ と を 目

的 と す る 。  
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横 浜 市 公 告 第  373 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   Ｍ Ａ Ｒ Ｋ  Ｉ Ｓ  み な と み ら い  

   西 区 み な と み ら い 三 丁 目 ５ 番  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  池  谷  幹  男  

   東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ４ 番 ５ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 大 創 産 業  

代 表 取 締 役  

 矢  野  博  丈  

広 島 県 東 広 島 市 西 条

吉 行 東 １ 丁 目 ４ 番 14

号  

ほ か  

株 式 会 社 大 創 産 業  

代 表 取 締 役  

 矢  野  靖  二  

広 島 県 東 広 島 市 西 条

吉 行 東 １ 丁 目 ４ 番 14

号  

ほ か  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   平 成 30 年 ３ 月 １ 日 ほ か  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  平 成 30 年 ５ 月 14 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第  374 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   東 急 す す き 野 ビ ル  

   青 葉 区 す す き 野 二 丁 目 ５ 番 地 の ４   

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   東 京 急 行 電 鉄 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  野  本  弘  文  

   東 京 都 渋 谷 区 南 平 台 町 ５ 番 ６ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 東 急 ス ト ア  

代 表 取 締 役  

 木  下  雄  治  

東 京 都 目 黒 区 上 目 黒

１ 丁 目 21 番 12 号  

ほ か  

株 式 会 社 東 急 ス ト ア  

代 表 取 締 役  

 須  田    清  

東 京 都 目 黒 区 上 目 黒

１ 丁 目 21 番 12 号  

ほ か  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   平 成 24 年 ５ 月 31 日 ほ か   

 (5)  変 更 し た 理 由  

   小 売 業 者 の 代 表 者 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  平 成 30 年 ５ 月 14 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第  375 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   東 急 す す き 野 ビ ル  

   青 葉 区 す す き 野 二 丁 目 ５ 番 地 の ４  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   東 京 急 行 電 鉄 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  野  本  弘  文  

   東 京 都 渋 谷 区 南 平 台 町 ５ 番 ６ 号  

 (3)  変 更 し よ う と す る 事 項  

変 更 し よ う と す る

事 項  

  変  更  前    変  更  後  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 開 店 時 刻 及

び 閉 店 時 刻  

開 店 時 刻  午 前 10 時  

     （ 年 間 60  

     日 午 前 ９  

     時 ）  

閉 店 時 刻  午 後 10 時  

開 店 時 刻  午 前 ８ 時  

閉 店 時 刻  午 後 10 時  

 (4)  変 更 す る 年 月 日  

   平 成 30 年 ５ 月 15 日  

 (5)  変 更 す る 理 由  

   営 業 計 画 変 更 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  平 成 30 年 ５ 月 14 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課
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横 浜 市 公 告 第  376 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 附 則 第 ５ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の

で 、 同 法 第 ６ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 そ の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   サ ン ド ラ ッ グ 岡 津 店 ・ ブ ッ ク ス キ タ ミ 山 手 台 店  

   泉 区 岡 津 町  121 番 地 の １ ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は そ の 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 ヤ ス ム ロ  

    代 表 取 締 役  安  室  徳  三  

   泉 区 岡 津 町  203 番 地  

 (3)  変 更 し よ う と す る 事 項  

変 更 し よ う と す る

事 項  

  変  更  前    変  更  後  

駐 輪 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数  

位 置  届 出 書 添 付 図  

   面 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数  20 台  

位 置  届 出 書 添 付 図  

   面 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数  20 台  

 （ 添 付 図 面 は 省 略 ）  

 (4)  変 更 す る 年 月 日  

   平 成 30 年 ５ 月 12 日  

 (5)  変 更 に 係 る 事 項 以 外 の 届 出 事 項  

   届  出  事  項        届  出  内  容     

大 規 模 小 売 店 舗 に お い て 小 売

業 を 行 う 者 の 氏 名 又 は 名 称 及

び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は

代 表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 サ ン ド ラ ッ グ  

代 表 取 締 役  

 赤  尾  主  哉  

東 京 都 府 中 市 若 松 町 １ 丁 目 38

番 地 の １  

ほ か  
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大 規 模 小 売 店 舗 内 の 店 舗 面 積

の 合 計  

 1,659 ㎡  

駐 車 場 の 位 置 及 び 収 容 台 数  位 置  届 出 書 添 付 図 面 の 記 載  

   の と お り  

収 容 台 数  50 台  

荷 さ ば き 施 設 の 位 置 及 び 面 積  位 置  届 出 書 添 付 図 面 の 記 載  

   の と お り  

面 積  48 ㎡  

廃 棄 物 等 の 保 管 施 設 の 位 置 及

び 容 量  

位 置  届 出 書 添 付 図 面 の 記 載  

   の と お り  

容 量   14.33 ㎥  

大 規 模 小 売 店 舗 に お い て 小 売

業 を 行 う 者 の 開 店 時 刻 及 び 閉

店 時 刻  

開 店 時 刻  午 前 ９ 時  

閉 店 時 刻  午 後 11 時  

駐 車 場 の 自 動 車 の 出 入 口 の 数

及 び 位 置  

数  入 口 ２ 箇 所 、 出 口 ３ 箇 所  

位 置  届 出 書 添 付 図 面 の 記 載  

   の と お り  

来 客 が 駐 車 場 を 利 用 す る こ と

が で き る 時 間 帯  

午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 11 時 30

分 ま で  

荷 さ ば き 施 設 に お い て 荷 さ ば

き を 行 う こ と が で き る 時 間 帯  

午 前 ６ 時 か ら 午 後 10 時 ま で  

ほ か  

 （ 添 付 図 面 は 省 略 ）  

２  届 出 年 月 日  

  平 成 30 年 ５ 月 11 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  377 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  戸 塚 区 秋 葉 町 字 寺 之 下 84 番 の １ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  シ ス － １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 、 ト

リ ク ロ ロ エ チ レ ン  
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横 浜 市 公 告 第  378 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質  

   変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 58 号 ） 第 67 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害

物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す

る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子   

１  条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  磯 子 区 鳳 町 ５ 番 の １ 及 び 中 区 千 鳥 町 ３ 番 の １ の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  379 号  

   横 浜 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更  

 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 44 年 法 律 第 58 号 ） 第 13 条

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 横 浜 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 を 変 更 し た の で 、

次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子   

１  変 更 区 域  

  並 木 谷 区 域 （ Ｃ － ４ ）  

   泉 区 和 泉 区 域  

  田 谷 ・ 長 尾 台 区 域 （ Ｃ － 11 ）  

   栄 区 田 谷 区 域  

  小 雀 区 域 （ Ｃ － 14 ）  

   戸 塚 区 小 雀 区 域  

２  縦 覧 場 所  

  中 区 真 砂 町 ２ 丁 目 22 番 地  

  横 浜 市 環 境 創 造 局 み ど り ア ッ プ 推 進 部 農 政 推 進 課  

  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 32 番 １ 号  

  横 浜 市 北 部 農 政 事 務 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

  横 浜 市 南 部 農 政 事 務 所  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  380 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） に 規 定 す る 排 水 設 備 指 定 工 事 店 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日   

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  排 水 設 備 指 定 工 事 店  

指 定  

番 号  

 名   称   代 表 者 氏 名  営 業 所 所 在 地  

11643  有 限 会 社 新 明

工 事  

笠  原  芳  雄  神 奈 川 区 菅 田 町  2,714 番

地 の 18  

11640  株 式 会 社 湘 南

建 設  

内  山  一  雅  西 区 浅 間 町 １ 丁 目 ６ 番 地

の ２  

30547  株 式 会 社 ア ル

ス  

赤  荻  精  英  港 南 区 日 野 南 二 丁 目 21 番

10 号  

11644  株 式 会 社 松 浦

設 備  

松  浦  公  二  磯 子 区 久 木 町 ３ 番 39 号  

11646  有 限 会 社 Ｕ .

Ｉ エ ン ジ ニ ア

リ ン グ  

山  田  義  之  金 沢 区 谷 津 町  371 番 地  

30546  株 式 会 社 ソ リ

ド ・ ワ ン 神 奈

川 営 業 所  

有  馬  弘  宣  青 葉 区 青 葉 台 二 丁 目 32 番

地 の 45  

30548  株 式 会 社 セ シ

モ  

瀬  下  真  琴  都 筑 区 佐 江 戸 町  270 番 地

の ２  

11642  有 限 会 社 シ ン

コ ウ 設 備 工 業  

石  井    明  栄 区 鍛 冶 ケ 谷 町  316 番 地

の 10  

30549  株 式 会 社 光 信

設 備  

桑  原  浩  信  瀬 谷 区 下 瀬 谷 一 丁 目 37 番

地 の 49  

11645  遠 藤 環 衛 株 式

会 社  

遠  藤  隆  二  川 崎 市 麻 生 区 王 禅 寺 1,22  

7 番 地 の 10  

30545  有 限 会 社 シ ー

ル ー ト 工 業  

竹  内  才  元  相 模 原 市 中 央 区 田 名 塩 田

２ 丁 目 21 番 ９ 号  

11641  庄 司 設 備  庄  司  哲  也  相 模 原 市 緑 区 城 山 １ 丁 目

13 番 17 号  

11647  株 式 会 社 小 澤

設 備 工 業  

小  澤  友  也  平 塚 市 高 浜 台 ２ 番 ３ 号  

２  指 定 有 効 期 間  

  平 成 30 年 ６ 月 １ 日 か ら 平 成 34 年 10 月 31 日 ま で
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横 浜 市 公 告 第  381 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  平 成 29 年 ８ 月 １ 日 第 29 開 1704 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 矢 部 町 １ 番 地 の 29  

  株 式 会 社 横 浜 建 物  

   代 表 取 締 役  小  林  哲  之  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  青 葉 区 藤 が 丘 一 丁 目 48 番 の 18 及 び 48 番 の 69  
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横 浜 市 公 告 第  382 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  平 成 29 年 11 月 22 日 第 29 開 1808 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目 21 番 地 の １  

  津 久 見 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  鷲  原    浩  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  都 筑 区 川 和 町  2,267 番 の ２ 、  2,267 番 の 13 、  2,268 番 の 29 、 2,  

268 番 の 31 か ら  2,268 番 の 34 ま で 、  2,269 番 の 27 の 一 部 及 び 2,27  

0 番 の ２ の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  383 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  平 成 29 年 12 月 27 日 第 29 開 1810 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  都 筑 区 中 川 一 丁 目 ４ 番 １ 号  

  三 井 ホ ー ム 株 式 会 社 横 浜 北 支 店  

   支 店 長  真  鍋  省  治  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  都 筑 区 川 和 町  1,630 番 の １ か ら  1,630 番 の 13 ま で 及 び  1,642 番

の ７  
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横 浜 市 公 告 第  384 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  指 定 番 号  

  第 30 ・ ８ ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  平 成 30 年 ５ 月 23 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ な い し 5.33 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   51.70 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  旭 区 中 希 望 が 丘 １ 番 の 22 、 １ 番 の 27 及 び １ 番 の 28 の 各 一 部 、 ６

番 の 18 、 ６ 番 の 19 、 ７ 番 の ３ か ら ７ 番 の ５ ま で 、  265 番 の 19 の 一

部 並 び に  265 番 の 63 の 一 部  

６  申 請 者 の 氏 名  

  ミ ク ニ ・ リ ア ル エ ス テ ー ト 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  神  野  嘉  文  
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横 浜 市 公 告 第  385 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 規 定

に 基 づ く 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

１  廃 止 年 月 日  

  平 成 30 年 ５ 月 21 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

  4.00 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  鶴 見 区 上 の 宮 二 丁 目  394 番 の ７  

５  申 請 者 の 氏 名  

  協 栄 ハ ウ ジ ン グ 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  難  波  三  郎  
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区 告 示  

 

泉 区 告 示 第 13 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 21 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 富 士 塚 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   平 成 30 年 ５ 月 21 日  

               横 浜 市 泉 区 長  額  田  樹  子  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及 び  

住 所  

菊  川  久  義  

泉 区 下 飯 田 町  792 番

地  

田  口  耕  二  

泉 区 下 飯 田 町  903 番

地 の ４  
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中 区 告 示 第 １ 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 23 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定

に 基 づ き 、 赤 英 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   平 成 30 年 ５ 月 23 日  

               横 浜 市 中 区 長  竹  前    大  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及 び

住 所  

森    幸  康  

中 区 赤 門 町 １ 丁 目 ４

番 地  

森  下    茂  

中 区 赤 門 町 １ 丁 目 11

番 地  
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戸 塚 区 告 示 第 10 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 23 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 芹 ヶ 丘 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   平 成 30 年 ５ 月 23 日  

              横 浜 市 戸 塚 区 長  田  雑  由 紀 乃  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及 び

住 所  

櫻  井  條  太  

戸 塚 区 平 戸 町  1,097  

番 地 の 19  

曾  根  よ し み  

戸 塚 区 平 戸 町  1,097  

番 地 の  159  
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戸 塚 区 告 示 第 11 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 23 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 東 山 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   平 成 30 年 ５ 月 23 日  

              横 浜 市 戸 塚 区 長  田  雑  由 紀 乃  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及 び

住 所  

佐  藤    斐  

戸 塚 区 深 谷 町  1,665  

番 地 の 32  

早    嗣  夫  

戸 塚 区 深 谷 町  1,664  

番 地 の ７  
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鶴 見 区 告 示 第 １ 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 25 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 東 寺 尾 第 三 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   平 成 30 年 ５ 月 25 日  

              横 浜 市 鶴 見 区 長  森    健  二  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及 び

住 所  

浅  賀  惠 美 子  

鶴 見 区 東 寺 尾 三 丁 目

１ 番 32 号  

  澤  俊  男  

鶴 見 区 東 寺 尾 三 丁 目

23 番 15 号  

事 務 所 の 所 在 地  鶴 見 区 東 寺 尾 三 丁 目

１ 番 32 号  

鶴 見 区 東 寺 尾 三 丁 目

６ 番 29 号  
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金 沢 区 告 示 第 11 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 25 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 湘 南 八 景 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   平 成 30 年 ５ 月 25 日  

              横 浜 市 金 沢 区 長  國  原  章  弘  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及 び

住 所  

渡  部    武  

金 沢 区 東 朝 比 奈 三 丁

目 15 番 １ －  318 号  

小  池    博  

金 沢 区 東 朝 比 奈 一 丁

目 30 番 17 号  
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西 区 告 示 第 １ 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 28 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 伊 勢 町 一 丁 目 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ

っ た 。  

   平 成 30 年 ５ 月 28 日  

               横 浜 市 西 区 長  寺  岡  洋  志  

 変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及 び

住 所  

加  藤  孝  一  

西 区 伊 勢 町 １ 丁 目 59

番 地  

渡  辺  武  史  

西 区 伊 勢 町 １ 丁 目 22

番 地  
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消 防 局  

 

消 防 局 公 告 第 ２ 号  

   職 員 の 懲 戒 処 分  

 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  261 号 ） 第 29 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び

第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、 次 の 者 を 平 成 30 年 ５ 月 11 日 懲 戒 処 分 に 付 し た

。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

              横 浜 市 消 防 局 長  髙  坂  哲  也   

 所  属  職  名    氏  名  処 分 の 内 容  

港 北 消 防 署  消 防 吏 員  天  野  裕  也  減 給 10 分 の １

６ 箇 月  

鶴 見 消 防 署  消 防 吏 員  今  井  健 太 郎  減 給 10 分 の １

３ 箇 月  

 

 



                     横 浜 市 報  定期第1059号 平成30年６月５日 

34 

 

水 道 局  

 

水 道 局 公 告 第 ７ 号  

   指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 の 指 定  

 水 道 法 （ 昭 和 32 年 法 律 第  177 号 ） 第 16 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 指

定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   平 成 30 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者  

                 水 道 局 長  山  隈  隆  弘  

指 定

番 号 

   名  称  代表者氏名    営業所所在地 指定年月 

日 

2990  ナルミ設備 鳴  海  暢  人 保土ケ谷区藤塚町 16番５－

Ｅ 203 号 

平成 30年 

３月８日 

2991  有限会社ライフサポ

ート 

長谷川  伸  一 都筑区川向町 788 番地の１ 平成 30年 

３月 27日 

2992  株式会社カーレッジ

建工 

児  玉  勇  将 埼玉県上尾市壱丁目 203 番

地の１ 

平成 30年 

３月 27日 

2993  株式会社プラネット

グリーン 

永  井    良 西区平沼一丁目１番３号 平成 30年 

３月 27日 

2994  株式会社相鉄ピュア 

ウォーター 

田  中  成  人 旭区柏町 47番地の１ 平成 30年 

３月 29日 
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職 員 共 済 組 合  

 

横 浜 市 職 員 共 済 組 合 公 告 第 10 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 ８ 日 掲 示 済 ）  

   横 浜 市 職 員 共 済 組 合 組 合 会 互 選 議 員 の 補 欠 選 挙 の 期 日 等    

 横 浜 市 職 員 共 済 組 合 組 合 会 議 員 に 欠 員 を 生 じ た た め 、 横 浜 市 職 員

共 済 組 合 定 款 （ 昭 和 37 年 12 月 横 浜 市 職 員 共 済 組 合 公 告 第 １ 号 ） 第 18

条 の 規 定 に 基 づ き 、 組 合 員 が 組 合 員 の う ち か ら 選 挙 す る 議 員 に 係 る

補 欠 選 挙 を 次 の と お り 行 う 。  

   平 成 30 年 ５ 月 ８ 日  

                  横 浜 市 職 員 共 済 組 合  

                  理 事 長  渡  辺  巧  教  

１  選 挙 期 日  

  平 成 30 年 ５ 月 15 日 ㈫ 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ３ 時 ま で  

２  選 挙 場 所  

  選 挙 区 の 選 挙 長 が 指 定 す る 場 所  

３  立 候 補 届 出 期 間  

  平 成 30 年 ５ 月 ８ 日 (火) か ら 平 成 30 年 ５ 月 10 日 (木) ま で  

  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で 。 た だ し ５ 月 10 日 は 正 午 ま で 。  

４  立 候 補 届 出 先  

  立 候 補 し よ う と す る 選 挙 区 の 選 挙 長  

５  選 挙 区 及 び 定 数  

  第 ３ 区  １ 人   
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横 浜 市 職 員 共 済 組 合 公 告 第 11 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 ８ 日 掲 示 済 ）  

   横 浜 市 職 員 共 済 組 合 組 合 会 互 選 議 員 の 補 欠 選 挙 に お け る    

   選 挙 長 の 委 嘱  

 平 成 30 年 ５ 月 15 日 執 行 の 横 浜 市 職 員 共 済 組 合 組 合 会 互 選 議 員 の 補

欠 選 挙 に お け る 選 挙 区 の 選 挙 長 を 次 の と お り 委 嘱 し た 。  

   平 成 30 年 ５ 月 ８ 日  

                  横 浜 市 職 員 共 済 組 合   

                  理 事 長  渡  辺  巧  教  

第 ３ 区 選 挙 長  消 防 局 総 務 部 人 事 課 長  鈴  木  貴  晶  
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横 浜 市 職 員 共 済 組 合 公 告 第 12 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 10 日 掲 示 済 ）  

   横 浜 市 職 員 共 済 組 合 組 合 会 互 選 議 員 補 欠 選 挙 立 候 補 者 の  

   届 出  

 平 成 30 年 ５ 月 15 日 執 行 の 横 浜 市 職 員 共 済 組 合 組 合 会 互 選 議 員 補 欠

選 挙 の 立 候 補 者 に つ い て 、 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   平 成 30 年 ５ 月 10 日  

               横 浜 市 職 員 共 済 組 合  

               第 ３ 区 選 挙 長  鈴  木  貴  晶  

  氏  名  職   名     所  属  

虹  林  彩  奈  消 防 士 長  消 防 局 総 務 部 人 事 課  

 

 

 



                     横 浜 市 報  定期第1059号 平成30年６月５日 

38 

横 浜 市 職 員 共 済 組 合 公 告 第 13 号 （ 平 成 30 年 ５ 月 15 日 掲 示 済 ）  

   横 浜 市 職 員 共 済 組 合 組 合 会 互 選 議 員 補 欠 選 挙 に お い て 当  

   選 人 と 決 定 し た 者 の 氏 名 等  

 平 成 30 年 ５ 月 15 日 執 行 の 横 浜 市 職 員 共 済 組 合 組 合 会 互 選 議 員 補 欠

選 挙 に お い て 、 選 挙 区 の 立 候 補 者 が 、 選 挙 す べ き 互 選 議 員 の 定 数 を

超 え な い た め 、 横 浜 市 職 員 共 済 組 合 定 款 （ 昭 和 37 年 12 月 横 浜 市 職 員

共 済 組 合 公 告 第 １ 号 ） 第 14 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 当 選 人 と 決 定

し た 者 の 氏 名 等 は 次 の と お り で あ る 。  

   平 成 30 年 ５ 月 15 日  

                  横 浜 市 職 員 共 済 組 合  

                  理 事 長  渡  辺  巧  教  

選 挙 区  定 数    氏  名     所  属  

第 ３ 区  １ 人  虹  林  彩  奈  消 防 局 総 務 部 人 事 課  

 

 


